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組合員の皆さん、ドライバーズ共済会の更新時期を迎えております。 

２０２４年 ４月 １ 日より２０２５年 ３ 月 ３１日までが期間となりますので、3 月中の手続きをお願いしま

す。各区所に担当者がいない場合は、ＪＲ東労組・東京地本までご連絡ください。 

 （ＪＲ） ０５４－７０７１～７０７５  

（ ＮＴＴ）０３－５８３０－２２５６ （ＦＡＸ）０３－５８３０－２２５８ 

（Ｅ‐mail）ＪＲＵ００６０１＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ 

 

「ＪＲ総連ドライバーズ共済会」加入者の範囲 

ドライバーズ共済会は、ＪＲ総連組合員で動力車乗務員及び限定免許者、バス乗務員、業務上自動車を運転

する組合員、その他、特に運営委員会が認めた組合員が加入できます。退職後にエルダー社員になった組合員

も加入できます。新たに２０２３年４月より、JR 東労組ドライバーズ共済会は「車掌」も加入できるように対

象者の拡大をしました。ＪＲ総連を脱退またはドライバーズ共済会を脱会した場合は、救済の適用は受けられ

ません。 

  

会 費  年額 1,200 円（当年 4/1 から翌年 3/31 まで年度一括納入） 

 


